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Ⅰ 総合教育会議について 

 

１ 概 要 

（1）会議の設置、構成員等 

1）地方公共団体の長は、総合教育会議を設けるものとする。 （法第 1条の 4第 1項） 

2）総合教育会議は、地方公共団体の長及び教育委員会により構成する。  

          （法第 1条の 4第 2項） 

3）総合教育会議は、地方公共団体の長が招集する。また、教育委員会は、協議する必要 

があると思料するときは、総合教育会議の招集を求めることができる。 

     （法第 1条の 4第 3項及び第 4項） 

（2）会議における協議事項、協議・調整事項 

 1) 大綱の策定に関する協議 

2) 教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振 

興を図るため重点的に講ずべき施策についての協議 

3) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあ 

ると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置についての協議、並びにこれらに関

する構成員の事務の調整を行うこと。                   （法第１条の４第１項） 

（3）調整の結果の尊重義務 

    総合教育会議においてその構成員の事務の調整が行われた事項については、当該構成  

員は、その調整の結果を尊重しなければならない。      （法第 1条の 4第 8項） 

（4）会議の公開と議事録の作成及び公表 

1）総合教育会議は、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が 

害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときを除き、公開

する。  

     （法第 1条の 4第 6項） 

2）地方公共団体の長は、総合教育会議の終了後、遅滞なく、総合教育会議の定めるとこ 

ろにより、その議事録を作成し、これを公表するよう努めなければならない。 

（法第 1条の 4第 7項） 

（5）その他 

1）総合教育会議は、協議を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識 

経験を有する者から、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。 

（法第 1条の 4第 5項） 

 

2）総合教育会議の運営に関し必要な事項は、総合教育会議が定める。 

（法第 1条の 4第 9項） 

資料 ２ 
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２ 留意事項 

（1）会議の位置付けと構成員 

1）総合教育会議は、地方公共団体の長と教育委員会という対等な執行機関同士の協議・ 

調整の場であり、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）上の附属機関には当たらないも

のである。 

2）地方公共団体の長及び教育委員会は、総合教育会議で協議・調整し、合意した方針の 

下に、それぞれが所管する事務を執行する。 

3）総合教育会議の構成員は、地方公共団体の長及び教育委員会であり、教育委員会から

は、教育長及び全ての委員が出席することが基本と考えられるが、緊急の場合には、地

方公共団体の長と教育長のみで総合教育会議を開くことも可能である。 

4）緊急の場合に、教育委員会から教育長のみが出席する場合には、事前に対応の方向性 

について教育委員会の意思決定がなされている場合や教育長に対応を一任している場

合には、その範囲内で、教育長は調整や決定を行うことが可能であると考えられるが、

そうではない場合には、総合教育会議においては一旦態度を保留し、教育委員会におい

て再度検討した上で、改めて地方公共団体の長と協議・調整を行うことが必要である。 

（2）会議における協議事項、協議・調整事項 

1） 「調整」とは、教育委員会の権限に属する事務について、予算の編成・執行や条例提 

案、大学、私立学校、児童福祉、青少年健全育成などの地方公共団体の長の権限に属す

る事務との調和を図ることを意味するものである。 

「協議」とは、調整を要しない場合も含め、自由な意見交換として幅広く行われるも

のを意味するものである。 

2） 総合教育会議は、地方公共団体の長又は教育委員会が、特に協議・調整が必要な事項

があると判断した事項について協議又は調整を行うものであり、教育委員会が所管する

事務の重要事項の全てを総合教育会議で協議し、調整するという趣旨で設置するもので

はない。 

3）総合教育会議においては、教育委員会制度を設けた趣旨に鑑み、教科書採択、個別の 

教職員人事等、特に政治的中立性の要請が高い事項については、協議題とするべきでは

ない。 

4)  一方、教科書採択の方針、教職員の人事の基準については、予算等の地方公共団体の

長の権限に関わらない事項であり、調整の対象にはならないものの、協議することは考

えられるものである。 

5） 総合教育会議において、協議し、調整する対象とすべきかどうかは、当該予算措置が

政策判断を要するような事項か否かによって判断すべきものであり、少しでも経常費を

支出していれば、日常の学校運営に関する些細なことまで総合教育会議において協議・

調整できるという趣旨ではない。 
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（3）会議における協議事項、協議・調整事項の具体的な例 

1)  教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振 

興を図るため重点的に講ずべき施策についての協議に該当する事項として想定される

ものは、例えば、以下のようなものが考えられる。 

・学校等の施設の整備、教職員の定数等の教育条件整備に関する施策など、予算の編成・ 

執行権限や条例の提案権を有する地方公共団体の長と教育委員会が調整することが必

要な事項  

・幼稚園・保育所・認定こども園を通じた幼児教育・保育の在り方やその連携 

・青少年健全育成と生徒指導の連携 

・居所不明の児童生徒への対応 

・福祉部局と連携した総合的な放課後対策、子育て支援 

上記のように、地方公共団体の長と教育委員会の事務との連携が必要な事項 

2） 「児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれが

あると見込まれる場合」に該当する事項として想定されるものは、例えば、以下のよう

なものが考えられる。 

・いじめ問題により児童、生徒等の自殺が発生した場合  

・通学路で交通事故死が発生した後の再発防止を行う必要がある場合 

3) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあ

ると見込まれる場合「等の緊急の場合」に該当する事項として想定されるものは、児童、

生徒等の生命又は身体の保護に類するような緊急事態であり、例えば、以下のようなも

のが考えられる。 

・災害の発生により、生命又は身体の被害は発生していないが、校舎の倒壊などの被害

が生じており防災担当部局と連携する場合  

・災害発生時の避難先での児童、生徒等の授業を受ける体制や生活支援体制を緊急に構

築する必要があり、福祉担当部局と連携する場合  

・犯罪の多発により、公立図書館等の社会教育施設でも、職員や一般利用者の生命又は

身体に被害が生ずる恐れがある場合  

・いじめによる児童、生徒等の自殺が発生した場合のほか、いじめ防止対策推進法第 28

条の重大事態の場合 

 

＊いじめ防止対策推進法第 28条の重大事態 

①いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑

いがあると認めるとき。 

②いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくさ

れている疑いがあると認めるとき。 
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（4）協議・調整した結果の尊重義務 

  1) 総合教育会議において調整が行われた場合とは、地方公共団体の長及び教育委員会 

   が合意した場合であり、双方が合意をした事項については、互いにその結果を尊重しな

ければならない。 

2)  調整のついていない事項の執行については、法第 21条（現行法第 23条）及び法第 22

条（現行法第 24 条）に定められた執行権限に基づき、教育委員会及び地方公共団体の

長それぞれが判断するものであること。 

 

≪地教行法≫ 

＊法第 21条（現行法第 23条）及び法第 22条（現行法第 24条）に定められた執行権限 

（教育委員会の職務権限）  

第二十三条  教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げる

ものを管理し、及び執行する。  

一  教育委員会の所管に属する第三十条に規定する学校その他の教育機関（以下「学校その

他の教育機関」という。）の設置、管理及び廃止に関すること。  

二  学校その他の教育機関の用に供する財産（以下「教育財産」という。）の管理に関する

こと。  

三  教育委員会及び学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。  

四  学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒、児童及び幼児の入学、転学及び退学に関する

こと。  

五  学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。  

六  教科書その他の教材の取扱いに関すること。  

七  校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備に関すること。  

八  校長、教員その他の教育関係職員の研修に関すること。  

九  校長、教員その他の教育関係職員並びに生徒、児童及び幼児の保健、安全、厚生及び福

利に関すること。  

十  学校その他の教育機関の環境衛生に関すること。  

十一  学校給食に関すること。  

十二  青少年教育、女性教育及び公民館の事業その他社会教育に関すること。  

十三  スポーツに関すること。  

十四  文化財の保護に関すること。  

十五  ユネスコ活動に関すること。  

十六  教育に関する法人に関すること。  

十七  教育に係る調査及び基幹統計その他の統計に関すること。  

十八  所掌事務に係る広報及び所掌事務に係る教育行政に関する相談に関すること。  
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十九  前各号に掲げるもののほか、当該地方公共団体の区域内における教育に関する事務に

関すること。  

（長の職務権限）  

第二十四条  地方公共団体の長は、次の各号に掲げる教育に関する事務を管理し、及び執行

する。  

一  大学に関すること。  

二  私立学校に関すること。  

三  教育財産を取得し、及び処分すること。  

四  教育委員会の所掌に係る事項に関する契約を結ぶこと。  

五  前号に掲げるもののほか、教育委員会の所掌に係る事項に関する予算を執行すること。 

 

（5）会議の公開と議事録の作成及び公表 

1)  総合教育会議における議論を公開し、住民への説明責任を果たすとともに、その理解 

と協力の下で教育行政を行う趣旨を徹底するため、会議は原則として公開するものであ

る。非公開とする場合は、例えば、 

・いじめ等の個別事案における関係者の個人情報等を保護する必要がある場合 

・次年度の新規予算事業に関する具体的な補助金の額や対象の選定等、意思決定の前に

情報を公開することで公益を害する場合等が想定されるもの。 

2)  今回の改正において総合教育会議の議事録の作成及び公表を努力義務にとどめた趣

旨は、職員数が少ない小規模な地方公共団体における事務負担等を考慮したものである

が原則として、会議の議事録を作成し、ホームページ等を活用して公表することが強く

求められる。 

（6）その他 

1）会議の招集 

総合教育会議は、地方公共団体の長が招集するものであるが、教育委員会の側から総 

合教育会議の招集を求めることも可能であり、教職員定数の確保、教材費や学校図書費

の充実、ＩＣＴ環境の整備、就学援助の充実、学校への専門人材や支援員の配置等、政

策の実現に予算等の権限を有する地方公共団体の長との調整が特に必要となる場合に

は、教育委員会の側からも積極的に総合教育会議の招集を求めることができるものであ

る。 

2） 総合教育会議における意見聴取者 

    総合教育会議が、協議を行うに当たって必要があると認めるときにおいて、意見を  

聴くことができる関係者又は学識経験者とは、大学教員や、コミュニティ・スクール

における学校運営協議会の委員、ＰＴＡ関係者、地元の企業関係者等が想定されるも

のである。 
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4）会議の具体的運営 

    総合教育会議の運営に関し必要な事項は、法第 1条の 4第 9項により、総合教育会 

議の構成員である地方公共団体の長と教育委員会の協議の結果、双方の合意をもって

決定されるものである。具体的には、地方公共団体の長による招集手続、協議題の提

示及び決定方法、総合教育会議の事務局を担当する部署、議事録の作成及び公表に係

る実施方法、非公開とする議題についての指針等が想定されるものである。 

5） 議会に対する説明 

     総合教育会議における協議の結果や大綱について、民意を代表する議会に対する説 

明を通じ、住民への説明責任や議会によるチェック機能が果たされることは重要であ

る。 

 


